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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置の第１の表示領域に、第１の色で、操作対象である被制御機器の設定を示す第
１の情報を表示している場合に、当該第１の情報を、第２の情報に切り替える操作を受け
付ける受付部と、
　前記受付部が前記操作を受け付けてから所定の時間経過した後に、前記第２の情報に従
って設定を切り替える指示を、他の機器と共有する通信路を介して、前記被制御機器に送
信する送信部と、
　前記受付部が前記第２の情報に切り替える操作を受け付けた場合に、前記送信部が前記
指示を送信する前に、前記第１の表示領域に、前記第１の色と異なる第２の色で、前記第
２の情報を表示し、前記送信部が前記指示を送信する際に、前記第１の表示領域に、前記
第１の色で、前記第２の情報を表示する表示部と、
　を備える通信装置。
【請求項２】
　前記表示部は、さらに、前記第１の表示領域と異なる前記第２の表示領域を、所定の設
定が行われていないことを示したオフ色で表示し、
　前記受付部は、さらに、前記第２の表示領域に対する操作を受け付け、
　前記表示部は、さらに、前記受付部が前記第２の表示領域に対する操作を受け付けた場
合に、前記第２の表示領域を、前記所定の設定が行われたことを示したオン色で表示し、
　前記送信部は、前記表示部が前記第２の表示領域を前記オン色で表示した後に、前記所
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定の設定を行う指示を、前記被制御機器に送信する、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記受付部は、さらに、第３の表示領域で、操作対象を前記被制御機器から、他の被制
御機器に切り替える操作を受け付け、
　前記表示部は、さらに、前記受付部が前記第３の表示領域に対する操作を受け付けた場
合に、前記第１の表示領域及び第２の表示領域を含んだ表示領域を、アニメーション表示
させる、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　複数の被制御機器と、複数の被制御機器のうちいずれか一つ以上を操作対象として操作
する通信装置と、で構成される通信システムにおいて、
　前記通信装置が、
　表示装置の第１の表示領域に、第１の色で、操作対象である被制御機器の設定を示す第
１の情報を表示している場合に、当該第１の情報を、第２の情報に切り替える操作を受け
付ける受付部と、
　前記受付部が前記操作を受け付けてから所定の時間経過した後に、前記第２の情報に従
って設定を切り替える指示を、他の機器と共有する通信路を介して、前記操作対象である
被制御機器に送信する送信部と、
　前記受付部が前記第２の情報に切り替える操作を受け付けた場合に、前記送信部が前記
指示を送信する前に、前記第１の表示領域に、前記第１の色と異なる第２の色で、前記第
２の情報を表示し、前記送信部が前記指示を送信する際に、前記第１の表示領域に、前記
第１の色で、前記第２の情報を表示する表示部と、
　を備える通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信装置、及び通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家電や設備機器を操作するための、家電や設備機器毎に操作するためのリモート
コントローラは、従来から提案されている。これらリモートコントローラは、通常、家電
や設備機器毎に、当該機器の仕様にあわせて設計されていた。
【０００３】
　近年の情報通信は発達の傾向にある。そこで、家電や設備機器を接続して、制御を容易
にすることで、生活者に様々なサービスを提供する技術が提案されている。例えば、近年
の情報通信の発達に伴い、家庭内の機器を制御するエコーネットライト（ＥＣＨＯＮＥＴ
　Ｌｉｔｅ）などの通信プロトコルが、一般的に知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－３０３８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術においては、家や設備機器を操作するためのリモートコントロ
ーラは機器専用のものであるため、複数種類の家電や設備機器で利用すること、又は複数
種類の家電や設備機器で通信するためのネットワークを共有することは考慮されていなか
った。
【０００６】
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　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、一つの通信装置で複数種類の家電や設
備機器の利用を可能とした上で、利用者の利便性を向上させる通信装置、及び通信システ
ムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の通信装置は、受付部と、送信部と、表示部と、を備える。受付部は、表示装
置の第１の表示領域に、第１の色で、操作対象である被制御機器の設定を示す第１の情報
を表示している場合に、当該第１の情報を、第２の情報に切り替える操作を受け付ける。
送信部は、受付部が操作を受け付けてから所定の時間経過した後に、第２の情報に従って
設定を切り替える指示を、他の機器と共有する通信路を介して、被制御機器に送信する。
表示部は、受付部が第２の情報に切り替える操作を受け付けた場合に、送信部が指示を送
信する前に、第１の表示領域に、第１の色と異なる第２の色で、第２の情報を表示し、送
信部が指示を送信する際に、第１の表示領域に、第１の色で、第２の情報を表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態にかかる住宅設備通信システムの例を示した図である。
【図２】図２は、変形例にかかる住宅設備通信システムの例を示した図である。
【図３】図３は、第１の実施形態にかかる携帯通信端末のハードウェア構成の一例を示す
ブロック図である。
【図４】図４は、第１の実施形態にかかる携帯通信端末上で実行される操作アプリケーシ
ョンの構成を示したブロック図である。
【図５】図５は、第１の実施形態にかかる表示制御部により表示装置に表示される画面例
を示した図である。
【図６】図６は、第１の実施形態にかかる携帯通信端末の不揮発性メモリに記憶される空
調装置対応テーブルの例を示した図である。
【図７】図７は、第１の実施形態にかかる携帯通信端末における、被制御機器に対する温
度の切り替え処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】図８は、第１の実施形態にかかる表示制御部により表示される、切り替えられた
後の温度が表された画面例を示した図である。
【図９】図９は、第１の実施形態にかかる表示制御部により表示される、指示を送信する
ことをトリガーとして色が切り替えられた後の画面例を示した図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態にかかる表示制御部により表示される、切り替えに
失敗したことを示したメッセージが表された画面例を示した図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態にかかる携帯通信端末における、モード切替用の表
示領域で表されたボタンの押下を受け付けた場合の処理手順の手順を示すフローチャート
である。
【図１２】図１２は、“自動”ボタンが押下された後に、表示制御部により表示される画
面例を示した図である。
【図１３】図１３は、第１の実施形態にかかる表示制御部による、操作対象を切り替える
際のアニメーション表示の画面例を示した図である。
【図１４】図１４は、第１の実施形態にかかる表示制御部により表示される、給湯器の操
作画面の例である。
【図１５】図１５は、第２の実施形態にかかる住宅設備通信システムの例を示した図であ
る。
【図１６】図１６は、第２の実施形態にかかる携帯通信端末の表示制御部により表示され
る、照明を操作するための画面例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態にかかる住宅設備通信システムの例を示した図である。図１に
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示す様に、住宅内に、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２、第３の空調装置１
５３、及び給湯器１６１が設置されている。第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５
２、及び第３の空調装置１５３は、同一の部屋に設置されていても良いし、それぞれ異な
る部屋に設置されていても良い。さらに、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２
、及び第３の空調装置１５３は、製造したメーカー、及び機種等は同一でも良いし、異な
っていても良い。
【００１０】
　そして、本実施形態にかかる住宅設備通信システムは、携帯可能な通信端末（以下、携
帯通信端末と称す）が、有線又は無線のネットワークを介して、第１の空調装置１５１、
第２の空調装置１５２、第３の空調装置１５３、及び給湯器１６１を制御する。
【００１１】
　本実施形態にかかる携帯通信端末１００には、第１の空調装置１５１、第２の空調装置
１５２、第３の空調装置１５３、及び給湯器１６１等の設備機器を汎用的に操作するため
の操作アプリケーションが、予めインストールされている。なお、操作アプリケーション
と設備機器との間の認証は、従来から提案されている手法等を用いれば良いため、説明を
省略する。
【００１２】
　そして、ユーザは、携帯通信端末１００における、タッチパネルを有する表示装置１０
１を操作することで、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２、第３の空調装置１
５３、及び給湯器１６１を操作することができる。
【００１３】
　図１に示す実施形態では、携帯通信端末１００と、第１の空調装置１５１、第２の空調
装置１５２、第３の空調装置１５３、及び給湯器１６１と、の間をBluetooth(登録商標)
で接続する。さらに、本実施形態では、Bluetooth(登録商標)の上層レイヤーの通信プロ
トコルとして、ECHONET　Lite通信プロトコルを用いる。
【００１４】
　ECHONET　Lite通信プロトコルとは、ＨＥＭＳ(home　energy　management　system)と
称する家庭用のエネルギー管理システムにおいて、家庭内の設定機器等を一元的に管理す
るために提案されたプロトコルである。なお、本実施形態は、ECHONET　Liteに制限する
ものではなく、他の通信プロトコルを用いても良い。
【００１５】
　また、本実施形態は、ECHONET　Liteの下層レイヤーの通信プロトコルも制限するもの
ではなく、例えばBluetooth(登録商標)の代わりに、IEEE802.11b/g/n、IEEE802.15.4等を
用いても良い。図２は、変形例にかかる住宅設備通信システムの例を示した図である。図
２に示す例では、携帯通信端末１００が、無線通信アダプタ２５０と無線通信を行う。そ
して、無線通信アダプタ２５０が、無線、又は有線（例えばEthernet（登録商標））で接
続された第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２、第３の空調装置１５３、及び給
湯器１６１と通信を行う。これにより、携帯通信端末１００は、無線通信アダプタ２５０
を介して、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２、第３の空調装置１５３、及び
給湯器１６１と通信を行うことができる。
【００１６】
　実施形態に戻り、携帯通信端末１００の構成について説明する。図３は、第１の実施形
態にかかる携帯通信端末１００のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図３
に示す様に、第１の実施形態にかかる携帯通信端末１００は、表示装置１０１、ＣＰＵ（
Central　Processing　Unit）３０１、システムコントローラ３０２、グラフィックスコ
ントローラ３０３、タッチパネルコントローラ３０４、不揮発性メモリ３０５、ＲＡＭ（
Random　Access　Memory）３０６、音声処理部３０７、接続部３１１、無線通信Ｉ／Ｆ３
１２、電源回路３１３等を備えている。
【００１７】
　本実施形態では、表示装置１０１は、タッチパネル３１１と、ＬＣＤ（Liquid　Crysta
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l　Display）や有機ＥＬ（Electro　Luminescence）等の表示画面（ディスプレイ）３１
２と、を有している。タッチパネル３１１は、例えば表示画面３１２上に配置された当面
の位置座標の検出機能を有している。そして、タッチパネル３１１は、例えば携帯通信端
末１００を把持したユーザの指によってタッチされた表示画面３１２の表示領域上の位置
（タッチ位置）を検知することができる。このタッチパネル３１１の働きにより、表示画
面３１２はいわゆるタッチスクリーンとして機能する。
【００１８】
　システムコントローラ３０２には、不揮発性メモリ３０５及びＲＡＭ３０６をアクセス
制御するメモリコントローラも内蔵されている。また、システムコントローラ３０２は、
グラフィックスコントローラ３０３との通信を実行する機能も有している。さらに、シス
テムコントローラ３０２には、携帯通信端末１００が備える電池（図示しない）に蓄えら
れた電力を供給する電源回路３１３を制御するエンベデッドコントローラが集積されたマ
イクロコンピュータも内蔵されている。　
【００１９】
　グラフィックスコントローラ３０３は、携帯通信端末１００のディスプレイモニタとし
て使用される表示画面３１２への画像の表示を制御する表示コントローラである。タッチ
パネルコントローラ３０４は、タッチパネル３１１を制御し、ユーザによってタッチされ
た表示画面３１２上のタッチ位置を示す座標データをタッチパネル３１１から取得する。
【００２０】
　音声処理部３０７は、（図示しない）マイクより入力される音声信号に、デジタル変換
、ノイズ除去、エコーキャンセル等の音声処理を施してＣＰＵ３０１へ出力する。また、
音声処理部３０７は、ＣＰＵ３０１の制御のもとで、音声合成等の音声処理を施して生成
した音声信号を（図示しない）スピーカへ出力し、スピーカによる音声出力を行う。
【００２１】
　接続部３１１は、Ethernet（登録商標）などの有線ネットワークと接続可能な接続イン
タフェースとする。本実施形態にかかる携帯通信端末１００は、有線ネットワークを介し
て設備機器等と接続しても良い。
【００２２】
　無線通信Ｉ／Ｆ３１２は、Bluetooth（登録商標）、IEEE802.11b/g/n、IEEE802.15.4等
の通信プロトコルを用いて、無線通信アダプタ２５０や、設備機器等と接続するための無
線通信インターフェースとする。
【００２３】
　ＣＰＵ３０１は、携帯通信端末１００の動作を中央制御するプロセッサであり、システ
ムコントローラ３０２を介して携帯通信端末１００の各部を制御する。ＣＰＵ３０１は、
不揮発性メモリ３０５からＲＡＭ３０６にロードされる、オペレーティングシステムを実
行する。ＲＡＭ３０６は、携帯通信端末１００のメインメモリとして、ＣＰＵ３０１がオ
ペレーティングシステムや、プログラムを実行する際の作業領域を提供する。
【００２４】
　ＣＰＵ３０１は、当該オペレーティングシステム上で、操作アプリケーションを実行す
る。図４は、本実施形態にかかる携帯通信端末１００上で実行される操作アプリケーショ
ン４００の構成を示したブロック図である。図４に示す様に、操作アプリケーション４０
０は、操作受付部４０１と、送信制御部４０２と、受信制御部４０３と、表示制御部４０
４と、を備える。
【００２５】
　表示制御部４０４は、表示装置１０１の表示画面３１２に情報を表示するための制御を
行う。図５は、表示制御部４０４により表示装置１０１に表示される画面例を示した図で
ある。図５に示す画面例では、操作対象となる機器を選択するための機器選択用の表示領
域５０１と、温度切替用の表示領域５０２と、モード切替用の表示領域５０４と、で構成
されている。なお、図５の画面例で示される被制御機器の各種状態は、受信制御部４０３
が当該被制御機器から受信した設定状態等に基づくものとする。
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【００２６】
　機器選択用の表示領域５０１には、切替対象となる設備機器リビングの空調装置（例え
ば、第１の空調装置１５１）、和室の空調装置（例えば第２の空調装置１５２）、リビン
グの空調装置（例えば、第３の空調装置１５３）が表示される。
【００２７】
　温度切替用の表示領域５０２には、機器選択用の表示領域５０１で選択されている設備
機器で、現在設定されている温度と、温度を切り替えるための温度切替ボタン５０３と、
が表示されている。
【００２８】
　モード切替用の表示領域５０４には、機器選択用の表示領域５０１で選択されている設
備機器における、各種切り替え可能なモードが表示されている。例えば、運転切替として
、“自動”、“冷房”、“除湿”、“暖房”のうちいずれか一つが選択可能に表示されて
いる。他の例としては、風量切替として、“自動”、“微風”、“弱風”、“強風”のう
ちいずれか一つが選択可能に表示されている。さらには、モード切替用の表示領域５０４
には、運転を開始するための“運転”ボタンと、運転を停止するための“停止”ボタンと
、“空清”ボタンと、画表示されている。図５に示す例では、運転切替のうち、“冷房”
５０５が既に設定されており、“自動“５０６を含む他のモードが設定されていない状態
とする。
【００２９】
　そして、表示制御部４０４が表示する表示画面３１２は、空調装置を操作するための汎
用的な操作画面とする。
【００３０】
　ところで、空調装置においては機種に応じて、設定可能な温度範囲が異なる場合がある
。しかしながら、実施形態にかかる携帯通信端末１００は、ECHONET　Lite等の通信プロ
トコルの規格に従った、複数種類の空調装置を操作可能な、汎用的な通信端末である。こ
のため、将来発売される（仕様が分からない）空調装置等を考慮する必要がある。そこで
、本実施形態にかかる携帯通信端末１００の操作アプリケーション４００では、通常の空
調装置が設定可能な温度範囲より少し狭い温度範囲で操作を受付可能とする。
【００３１】
　操作受付部４０１は、表示画面３１２に表示された各種の設定に関する操作を受け付け
る。例えば、操作受付部４０１は、機器選択用の表示領域５０１において、空調装置毎の
表示領域の接触を検出することで、当該空調装置を操作対象とする選択を受け付ける。
【００３２】
　また、操作受付部４０１は、温度切替用の表示領域５０２において、温度切替ボタン５
０３の接触を検出することで、温度を切り替える操作を受け付ける。
【００３３】
　上述したように、携帯通信端末１００の操作アプリケーション４００においては、各種
の空調装置（例えば、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２、第３の空調装置１
５３）で設定可能な温度より狭い範囲で、温度の切替を可能としている。そして、操作受
付部４０１が、ユーザ操作によって設定可能な設定温度の範囲外への切替を受け付けた場
合、表示制御部４０４は、エラーメッセージを表示する。
【００３４】
　また、携帯通信端末１００と異なる、エアコンに付属の赤外線リモコン等を用いること
で、操作アプリケーション４００で切り替え可能な温度範囲外に、第１の空調装置１５１
、第２の空調装置１５２、第３の空調装置１５３の温度が設定される場合が考えられる。
例えば、操作アプリケーションにおいては、１８℃～２８℃まで切替可能であるのに対し
て、第１の空調装置１５１においては、１７℃～３２℃まで設定可能であり、第１の空調
装置１５１で温度が３２℃に設定されている場合がある。
【００３５】
　このような場合に、受信制御部４０３が、第１の空調装置１５１から設定されている温
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度（３２℃）を示す情報を受信し、表示制御部４０４は、第１の空調装置１５１から取得
した設定温度が、切り替え可能な温度範囲外であっても、当該設定温度を表示する。切り
替え可能な温度範囲外の設定温度を表示した後の温度の切り替え操作には様々な態様が考
えられる。
【００３６】
　態様の一例としては、操作アプリケーション４００において、第１の空調装置１５１で
現在設定されている温度に応じて、切り替え可能な温度範囲を拡張しても良い。携帯通信
端末１００が、空調装置毎に切り替え可能な温度範囲を対応付けて記憶することで、当該
切り替え可能な温度範囲の拡張を実現できる。例えば、操作アプリケーション４００が、
第１の空調装置１５１で現在の設定温度が３２℃であることを検出した場合、１８℃～３
２℃を、切り替え可能な温度範囲として記憶させる。運転モードによって設定温度の範囲
が異なる場合は、さらに運転モード毎に切り替え可能な温度範囲を対応づける。
【００３７】
　図６は、当該態様を適用した場合に、携帯通信端末１００の不揮発性メモリ３０５に記
憶される空調装置対応テーブルの例を示した図である。図６に示す様に、不揮発性メモリ
３０５に、ＭＡＣアドレスと、機種と、部屋と、操作可能温度範囲と、を対応付けて記憶
する。本実施形態にかかる操作アプリケーション４００の操作受付部４０１が、現在設定
されている温度が、操作可能温度範囲外の場合に、現在設定されている温度を含めるよう
に、操作可能温度範囲を更新する。これにより、切り替え可能な温度範囲の拡張が可能と
なる。
【００３８】
　他の態様としては、操作可能温度範囲の拡張を行わないことも考えられる。この場合、
操作受付部４０１が、現在設定されている温度（例えば３２℃）から、切り替え可能な温
度範囲に近づける操作（例えば、３１℃、３０℃、２９℃と順に下げていく操作）を受け
付けるが、切り替え可能な温度範囲に近づけた後、前に設定されていた温度（例えば３２
℃）に近づける操作を受け付けなくしてもよい。
【００３９】
　さらに、他の態様としては、操作受付部４０１が、現在設定されている温度（例えば３
２℃）を切り替える操作を受け付けた場合に、切り替え可能な温度範囲（例えば１７℃～
２８℃）内に切り替え、前に設定されていた温度（例えば３２℃）に戻す操作を受け付け
なくしてもよい。
【００４０】
　送信制御部４０２は、空調装置（例えば、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５
２、第３の空調装置１５３）等や、給湯器１６１等の被制御機器に対して、データを送信
する。例えば、送信制御部４０２は、操作受付部４０１が受け付けた操作に従って、設定
を切り替える指示を送信する。
【００４１】
　受信制御部４０３は、空調装置（例えば、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５
２、第３の空調装置１５３）等や、給湯器１６１等の被制御機器から、データを受信する
。例えば、受信制御部４０３は、被制御機器の現在の状態や、送信制御部４０２が送信し
た指示に対する結果等を受信する。
【００４２】
　従来の被制御機器用の専用コントローラでは、被制御機器と、コントローラと、がほぼ
１対１の関係で、赤外線等で直接通信したため、通信路のトラフィックは考慮する必要が
なかった。これに対して、本実施形態のように、複数の被制御機器を操作可能な通信装置
（操作アプリケーション）を実現した場合に、被制御機器と通信装置とが、多対多の関係
になる。また、通信路も他の通信機器及び被制御機器と共有する必要がある。このため、
温度の切り替え操作のように複数回の押下が行われ、複数回の温度の切り替え指示を送信
すると、通信路のトラフィックが増大するという問題が生じる。
【００４３】
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　そこで、本実施形態にかかる送信制御部４０２は、温度の切り替え操作を受け付けてか
ら、所定時間経過した後に、温度の切り替え指示を送信することとした。この場合、ユー
ザは現在の被制御機器の状態を認識するのが難しくなる。そこで、本実施形態では、状態
に応じて、温度を表す表記の色を切り替えることで、ユーザに対して、状態を認識させる
こととした。
【００４４】
　次に、本実施の形態にかかる携帯通信端末１００における、被制御機器に対する温度の
切り替え処理について説明する。図７は、本実施の形態にかかる携帯通信端末１００にお
ける上述した処理の手順を示すフローチャートである。
【００４５】
　まず、表示制御部４０４は、図５に示す様に、表示装置１０１の表示画面３１２上で、
既に設定されている温度（例えば２６℃）を、第１の色で表示する（ステップＳ７０１）
。第１の色としては例えば、黒などが考えられる。
【００４６】
　表示制御部４０４が、表示装置１０１の、温度切替用の表示領域５０２で、第１の色で
、操作対象である空調装置１５１の設定の一種である、現在の設定温度を表示している場
合に、操作受付部４０１は、温度切替ボタン５０３を介して、現在設定されている温度を
、他の温度に切り替える操作を受け付ける。
【００４７】
　そして、操作受付部４０１は、温度切替ボタン５０３を介して、他の温度に切り替える
操作を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ７０２）。受け付けなかったと判定した
場合（ステップＳ７０２：Ｎｏ）、ステップＳ７０１から処理を行う。
【００４８】
　一方、操作受付部４０１は、温度切替ボタン５０３を介して、他の温度に切り替える操
作を受け付けたと判定した場合（ステップＳ７０２：Ｙｅｓ）、表示制御部４０４は、送
信制御部４０２が、他の温度に切り替える指示を送信する前には、温度切替用の表示領域
５０２で、第１の色と異なる第２の色に変更して、切り替えられた後の温度（例えば２８
℃）を表示する（ステップＳ７０３）。第２の色としては、例えば明るめのグレーなどが
考えられる。
【００４９】
　図８は、表示制御部４０４により表示装置１０１に表示される、切り替えられた後の温
度が表された画面例を示した図である。図８では、温度切替用の表示領域８０２において
、切り替えられた後の温度（例えば２８℃）が、図５と異なる色で示されていることが認
識できる。温度が切り替えられた後も、温度切替ボタン８０１により温度を切り替えるこ
とができる。
【００５０】
　そこで、操作受付部４０１は、温度切替ボタン８０１を介して、他の温度に切り替える
操作を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ７０４）。受け付けたと判定した場合（
ステップＳ７０４：Ｙｅｓ）、ステップＳ７０３から処理を行う。
【００５１】
　一方、操作受付部４０１は、他の温度に切り替える操作を受け付けていないと判定した
場合（ステップＳ７０４：Ｎｏ）、ステップＳ７０４の切り替える操作のうち直前の操作
を受け付けてから、所定の時間を経過したか否かを判定する（ステップＳ７０５）。なお
、操作受付部４０１はステップＳ７０４において操作を連続して受け付けた場合、直前の
操作、即ちステップＳ７０４において連続して受け付けた複数回の操作のうち最後の操作
を受け付けてから所定時間経過したか否かを判定する。所定の時間としては、例えば、３
秒等が考えられるが、実施の態様に応じて適切な値が設定されていればよい。そして、所
定の時間を経過していないと判定した場合（ステップＳ７０５：Ｎｏ）、再びステップＳ
７０４から処理を繰り返す。
【００５２】
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　一方、操作受付部４０１が、所定の時間経過したと判定した場合に（ステップＳ７０５
：Ｙｅｓ）、表示制御部４０４が、温度切替用の表示領域８０２に、第２の色と異なる第
１の色に切り替えた上で、切り替えられた温度（例えば２８℃）を表示する（ステップＳ
７０６）。
【００５３】
　図９は、表示制御部４０４により表示装置１０１に表示される、指示を送信することを
トリガーとして色が切り替えられた後の画面例を示した図である。図９では、温度切替用
の表示領域９０１において、切り替えられた後の温度（例えば２８℃）が、図５と同一の
色であり、図８と異なる色で示されていることが認識できる。色を切り替えることで、ユ
ーザは、被制御機器に対して指示が送信されることを認識できる。
【００５４】
　そして、送信制御部４０２は、操作受付部４０１が温度を切り替える操作を受け付けて
から所定の時間経過した後に、切り替えられた温度に従って設定を切り替える指示を、被
制御機器（例えば、第１の空調装置１５１）に送信する（ステップＳ７０７）。なお、本
処理フローにおいて、携帯通信端末１００は、ステップＳ７０６の後にステップＳ７０７
の処理を実行しているが、携帯通信端末１００はステップＳ７０７の後にステップＳ７０
６を実行しても良い。
【００５５】
　送信制御部４０２が指示を送信した後、受信制御部４０３が、被制御機器（例えば、第
１の空調装置１５１）から、送信した指示に対応する設定を行った旨を示した設定完了通
知を受信したか否かを判定する（ステップＳ７０８）。設定完了通知を受信したと判定し
た場合（ステップＳ７０８：Ｙｅｓ）、処理を終了する。
【００５６】
　一方、設定完了通知を受信していないと判定した場合（ステップＳ７０８：Ｎｏ）、表
示制御部４０４は、切り替えに失敗したことを示したメッセージを表示する（ステップＳ
７０９）。
【００５７】
　図１０は、表示制御部４０４により表示装置１０１に表示される、切り替えに失敗した
ことを示したメッセージが表された画面例を示した図である。図１０では、ウィンドウ１
００１に“エアコン（空調装置）操作に失敗しました。操作前の状態に戻します。”と表
示されていることから、温度の切り替えに失敗したことをユーザに認識させることができ
る。
【００５８】
　その後、表示制御部４０４が、切り替えられる前の温度を、第１の色で表示する（ステ
ップＳ７１０）。これにより、例えば、図５に示す様な画面が表示される。
【００５９】
　本実施形態においては、上述した処理を行うことで、温度切替ボタンが複数回押下され
た場合でも、最後に押下で設定された温度に切り替える旨の指示だけが送信される。これ
により、ネットワークの負担を軽減すると共に、温度を表示する色を、上述した手順で切
り替えることで、ユーザに対して現在の状況を認識させることができる。
【００６０】
　なお、上述した処理手順では、温度を切り替える指示を送信する際に、第１の色に戻す
例について説明した。しかしながら、第１の色に戻すことに制限するものではない。変形
例としては、表示制御部４０４は、温度を切り替える指示を行う際に、温度の表示を、第
３の色に切り替えても良い。第３の色としては、例えば濃いグレーなどが考えられる。
【００６１】
　本変形例では、第３の色で温度を表示することで、ユーザに対して、指示が送信される
ことを認識させることができる。この変形例では、受信制御部４０３が、設定完了通知を
受信した場合に、表示制御部４０４が、切り替えられた後の温度の色を、第１の色に切り
替える。これにより、ユーザに対して、被制御装置（第１の空調装置１５１）の設定が完
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了したことを認識させることができる。また、色の切り替え手法は、実施形態及び変形例
に制限するものではなく、実施の態様に応じて様々な組み合わせが考えられる。
【００６２】
　なお、携帯通信端末１００において、空調装置の温度設定において、温度切替ボタン５
０３で切り替えられた後の温度が、切り替える前の温度と同一の場合には、送信制御部４
０２は、被制御機器（例えば第１の空調装置１５１）に対して、温度を切り替える指示を
送信しなくとも良い。
【００６３】
　上述した処理手順では、温度を切り替える例について説明した。しかしながら、携帯通
信端末１００が操作可能な情報は温度に限られず、例えば、図５のモード切替用の表示領
域５０４に表されたボタンを押下することで、様々な設定を行うことができる。このモー
ド切替用の表示領域５０４で示されたボタンは、温度切替ボタン５０３のように複数回押
下する必要がないため、温度切替ボタン５０３の場合と処理の手順が異なる。
【００６４】
　そこで、次に、モード切替用の表示領域５０４で表されたボタンの押下を受け付けた場
合の処理手順について説明する。図１１は、本実施の形態にかかる携帯通信端末１００に
おける上述した処理の手順を示すフローチャートである。なお、図１１に示す例では、“
自動”の押下を受け付ける例について説明するが、モード切替用の表示領域５０４の他の
ボタン（例えば“除湿”ボタン、“暖房”ボタン）も同様の処理を行うものとして説明を
省略する。
【００６５】
　まず、表示制御部４０４は、図５に示す様に、表示装置１０１の表示画面３１２上で、
“自動モード”ボタンを、“ＯＦＦ”を示す色で表示している（ステップＳ１１０１）。
“ＯＦＦ”を示す色としては、例えば、白などが考えられる。一方、被制御機器（例えば
第１の空調装置１５１）では冷房が設定されているため、冷房”ボタンを、“ＯＮ”を示
す色で表示されている。“ＯＮ”を示す色としては、例えば濃いグレーなどが考えられる
。なお、ここでは、“ＯＦＦ”を示す色と“ＯＮ”を示す色とが、夫々のボタンにおいて
共通の色であるとしているが、“ＯＦＦ”を示す色と“ＯＮ”を示す色とは、ボタン毎に
異なっていても良い。
【００６６】
　次に、操作受付部４０１は、“自動モード”ボタンの押下を受け付けたか否かを判定す
る（ステップＳ１１０２）。押下を受け付けなかったと判定した場合（ステップＳ１１０
２：Ｎｏ）、ステップＳ１１０１から処理を行う。
【００６７】
　一方、操作受付部４０１が、“自動モード”ボタンの押下を受け付けたと判定した場合
（ステップＳ１１０２：Ｙｅｓ）、表示制御部４０４は、“自動”ボタンを、“ＯＮ”を
示す色に切り替えて表示する（ステップＳ１１０３）。一方、“冷房”ボタンを、“ＯＦ
Ｆ”を示す色に切り替えて表示する。
【００６８】
　図１２は、“自動モード”ボタンが押下された後に、表示制御部４０４により表示装置
１０１に表示される画面例を示した図である。図１２に示されるように、“自動”ボタン
１２０１が設定され、“冷房”ボタン１２０２が未設定になっていることが確認できる。
【００６９】
　その後、送信制御部４０２が、被制御機器（例えば第１の空調装置１５１）に対して、
“自動モード”への切替命令（指示）を送信する（ステップＳ１１０４）。
【００７０】
　そして、受信制御部４０３が、切り替えを完了した旨を示した切替完了通知を受信した
か否かを判定する（ステップＳ１１０５）。切替完了通知を受信したと判定した場合（ス
テップＳ１１０５：Ｙｅｓ）、処理を終了する。
【００７１】
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　一方、受信制御部４０３が、切替完了通知を受信していないと判定した場合（ステップ
Ｓ１１０５：Ｎｏ）、表示制御部４０４は、切り替えに失敗したことを示したメッセージ
を表示する（ステップＳ１１０６）。これにより、例えば図１０に示されるような画面例
が表示される。
【００７２】
　その後、表示制御部４０４が、“自動モード”ボタンを”ＯＦＦ”を示す色にすると共
に、切り替えられる前の設定（図５に示す様な“冷房”ボタンが設定されている）に戻し
た上で、表示する（ステップＳ１１０７）。
【００７３】
　上述した処理手順で示したように、被制御機器から切替完了通知を受信する前、さらに
は切替命令を送信する前に、押下したボタンの色を切り替えることとした。これは、ユー
ザが、ボタンを押下した瞬間に色が変更されない場合に、携帯通信端末１００がユーザの
操作を認識できてないと誤解し、何度も同一のボタンを押下する可能性があるためである
。このように、同一のボタンを複数回押下されることを抑止することで、操作アプリケー
ション４００の処理負担が増大することを抑止できる。
【００７４】
　本実施形態にかかる操作アプリケーション４００においては、被制御機器（例えば空調
装置）の操作に失敗した場合に、エラーメッセージを表示して、操作前の状態に戻して表
示を行うこととした。これにより、被制御機器（空調装置）の状態と、携帯通信端末１０
０で表示されている状態とが一致することになり、従来の専用コントローラを用いた場合
にない利便性を有する。
【００７５】
　また、本実施形態にかかる携帯通信端末１００においては、操作受付部４０１が、機器
選択用の表示領域５０１で、被制御機器毎の領域の押下を受け付けることで、操作対象を
切り替えることができる。その際に、機器選択用の表示領域５０１、及び温度切替用の表
示領域５０２がスライドしていくようにアニメーション表示を行う。
【００７６】
　図１３は、表示制御部４０４による、操作対象を切り替える際のアニメーション表示の
画面例を示した図である。図１３に示されるように、和室の空調装置（例えば第２の空調
装置１５２）を示した表示領域１３０１の押下を受け付けた場合に、今まで操作対象であ
った空調機器の操作画面１３０３が、矢印１３０４で示される右方向にスライドするアニ
メーション表示により表示画面３１２から消え、これから操作対象となる空調機器の操作
画面１３０２が、矢印１３０４で示される右方向にスライドするアニメーション表示によ
り表示画面３１２上に配置される。
【００７７】
　本実施形態では、このようなアニメーション表示を行うことで操作対象となる被制御機
器を切り替えたことを、ユーザに対して視覚的に認識させることができる。
【００７８】
　さらには、携帯通信端末１００の操作アプリケーション４００は、他の被制御機器を操
作するための画面も表示できる。図１４は、表示制御部４０４により表示される、給湯器
１６１の操作画面の例である。図１４に示す画面例では、機器選択用の表示領域１４０１
を備えているほか、温度切替用の表示領域１４０２と、モード切替用の表示領域１４０４
と、が表示されている。
【００７９】
　操作アプリケーション４００においては、温度切替用の表示領域１４０２の温度切替ボ
タン１４０３で行われた場合の処理手順は、図７で示した処理手順と同様であり、モード
切替用の表示領域１４０４で行われた場合の処理手順は、図１１で示した処理手順と同様
とする。なお、空調機制御画面用の第１～第３の色と、給湯器制御画面用の第１～第３の
色は同一であってもよいし、あるいは異なる色であっても良い。同様に、空調機制御画面
用の“オンを示す色”及び“オフを示す色”と、給湯器制御画面用の“オンを示す色”及
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び“オフを示す色”は同一であっても良いし、あるいは異なる色であっても良い。また、
第１～第３の色については空調機制御画面と給湯器制御画面とで同一とする一方で、“オ
ンを示す色”及び“オフを示す色”は異なっていても良い。
【００８０】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、操作アプリケーション４００が操作対象とする被制御機器が、空
調装置、及び給湯器の場合について説明した。しかしながら、操作対象となる被制御機器
を、空調装置、及び給湯器に制限するものではない。そこで、第２の実施形態では、さら
に、照明、及び冷蔵庫を操作対象とした場合について説明する。
【００８１】
　図１５は、第２の実施形態にかかる住宅設備通信システムの例を示した図である。図１
５に示す様に、住宅内に、照明１５０１、第１の空調装置１５１、第２の空調装置１５２
、給湯器１６１、及び冷蔵庫１５０２が設置されている。
【００８２】
　そして、携帯通信端末１５００は、照明１５０１、第１の空調装置１５１、第２の空調
装置１５２、給湯器１６１、及び冷蔵庫１５０２等の被制御機器を操作可能とする。なお
、携帯通信端末１５００の構成は、第１の実施形態の携帯通信端末１００と同様として説
明を省略する。
【００８３】
　図１６は、携帯通信端末１５００の表示制御部４０４により表示される、照明１５０１
を操作するための画面例を示した図である。図１６に示す画面例では、操作対象となる機
器を選択するための機器選択用の表示領域１６０１と、調光・調色切替用の表示領域１６
０２と、モード切替用の表示領域１６０３と、で構成されている。
【００８４】
　調光・調色切替用の表示領域１６０２においては、照明１５０１における調光（明るさ
）、調色（光色）を操作ボタンにより操作可能とする。例えば、調光では１～１０の範囲
で設定可能とし、調色（光色）では、昼光色、昼白色、及び電球色から設定可能とする。
そして、調光、及び調色が設定された場合の処理手順は、図７と同様とする。
【００８５】
　モード切替用の表示領域１６０３においても、自動モード、シアターモード、あざやか
モード、ヒーリングモード、及び勉強モード等から設定可能とする。図１６に示す例では
、自動モード１６０４が設定されているものとする。そして、各モードが設定された場合
の処理手順は、図１１と同様とする。
【００８６】
　さらには、携帯通信端末１５００は、冷蔵庫１５０２の操作も可能とする。図７と同様
の処理手順を可能とするのは、冷蔵庫１５０２の部屋毎の温度レベルとする。また、図１
１と同様の処理手順を可能とするのは、冷蔵庫１５０２の全体モードとして、通常モード
、節電モードとを切替可能とする。さらには、部屋毎の冷凍モード、冷蔵モード等も、図
１１と同様の処理手順で切り替え可能としても良い。
【００８７】
　上述した実施形態によれば、空調装置などの被制御機器の温度設定の際、温度切替ボタ
ンの押下を受け付けた場合に、温度の色を変更することで、ユーザは、温度設定操作であ
ることを意識できる。
【００８８】
　上述した実施形態によれば、被制御機器の温度等の設定を切り替える際に、所定の時間
操作が行われなかった場合に、温度等の切替指示を送信している。これにより、設定の切
替指示による通信トラフィックの増大を抑止できる。
【００８９】
　上述した実施形態によれば、携帯通信端末において、ユーザからの操作を受け付けた場
合に、被制御機器に対する指示の送信、及び指示に対する応答の受信にかかわらず、すぐ
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識させることができるので、利便性を向上させることができる。
【００９０】
　上述した実施形態によれば、モードボタンの押下を受け付けた場合に、被制御機器から
の応答を待たずに、当該モードボタンの色を切替えることとした。これにより、ユーザは
、携帯通信端末１００が操作を受け付けたと認識するため、同じボタンを繰り返し押下す
ることに伴う、処理負荷を軽減できる。
【００９１】
　上述した実施形態によれば、被制御機器の制御に失敗した場合に、エラーメッセージを
表示することで、ユーザに操作前の状態に戻った理由を認識させることができる。
【００９２】
　上述した実施形態によれば、操作対象となる被制御機器を切り替える際に、操作画面を
スライドするアニメーション表示をして切替えることで、操作対象が切り替わったことを
、ユーザが視覚的に意識させることができる。
【００９３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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